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2021年介護保険改訂より
歯科の訪問診療に何が求められのるか？



[令和3年 介護保険改訂 要 旨]

新型コロナウィルス感染症や⼤規模災害が発⽣する中で，
団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて2040年を⾒据えて取組む

➀ 「感染症や災害への対応⼒強化」
② 「地域包括ケアシステムの推進」
③ 「⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の推進」
④ 「介護⼈材の確保・介護現場の⾰新」
⑤ 「制度の安定性・持続可能性の確保」



➀ 「感染症や災害への対応⼒強化」

感染症や災害が発⽣した場合でも利⽤者に必要なサービスが
安定的・持続的に提供される体制を構築

Point

旧（改訂前） 新（改定後）

特になし 業務継続に向けた取組強化



➀ 「感染症や災害への対応⼒強化」

感染症や災害が発⽣した場合でも利⽤者に必要なサービスが
安定的・持続的に提供される体制を構築

Point

歯科の対応
（現摂支協の対応・これからの課題）

歯科で対応可能な

オンライン診療の整備が必要



② 「地域包括ケアシステムの推進」

Point

住み慣れた地域で，利用者の尊厳を保持しつつ，
必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進。

◎医療と介護の連携の推進



旧（改訂前） 新（改定後）

老健ではリハビリを行なっているが
経口移行できず，胃瘻等で在宅復帰
する患者も多い。

在宅では家族等が経管栄養の管理
ができないということで在宅復帰でき
ない患者も多々いる。

介護老人保健施設における

在宅復帰・在宅療養支援機能の評価
の充実

② 「地域包括ケアシステムの推進」



神奈川の老健施設の加算区分

超強化型 11% （17施設）
在宅強化型 8％ （12施設）
加算型 34％ （50施設）
基本型 42% （63施設）
その他 2% （ 3施設）

今後，老健はさらに在宅復帰率の向上に即した
リハビリ専門としての役割が求められていく

管理栄養士が重要な存在



平成30年度介護報酬改定で，介護老人保健施設の基本報酬において
在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価が創設された介護老人保健施設について，

超強化型は

『平成30年5月時点の7.4%から令和元年11月時点で20.6%に増加』

基本型は
『平成30年5月時点の54.4%から令和元年11月時点で32%に減少』

在宅復帰・在宅療養支援等指標の数値は，改定前後で上昇している



リハビリテーションの目的は，
『食事や入浴，排泄等を可能な限り自らできるようにすること』

利用者の褥瘡の改善，排泄の自立，
経口摂取の回復等に改善の効果がみられることから，
介護施設のプロセスの仕組みを参考に評価を検討すべき

サービスの質の評価指標に関する標準化について，共通の物差しが必要ではないか

介護の質の評価を本格的に報酬で行っていくにあたっては，適切な指標の開発を待つことが重要ではないか



③ 「⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の推進」

Point

・ 制度の目的に沿って，質の評価やデータ活用を行いながら，

科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

・ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
旧（改訂前） 新（改定後）

歯科でも一ヶ月に一度，

居宅療養管理指導報告書と衛生士実施報
告書の提出をしているが，多職種と関連が
ないのが現状

介護関連のデータ（要介護認定や介護保険
レセプト，リハビリテーションに関する情報）：
VISIT情報
高齢者の状態やケアの内容等の情報：
CHASE情報

次ページへ続く



③ 「⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の推進」
旧（改訂前） 新（改定後）

歯科でも一ヶ月に一度，

居宅療養管理指導報告書と衛生士実施報
告書の提出をしているが，多職種と関連が
ないのが現状

『全ての事業所対象』
CHASE, VISITへのデータ提出とフィードバックの活
用によるPDCAサイクル
[（Plan,Do,Check,Action）]
[（アセスメントの作製, リスク評価に基づくケア計画の
立案,実施，再評価）]
の推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
事業所の全ての利用者に係るデータ
（ADL,栄養，口腔，嚥下，認知症等）をCHASEに
提出してフィードバックを受け，事業所単位での
PDCAサイクルケアの質の向上の取組を推進する。

既存の加算等において利用者ごとの計画に基づくケ
アのPDCAサイクルの取組に加えCHASE等に活用し
た更なる取組を新たに評価。



③ 「⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の推進」

Point

・ リハビリテーション，機能訓練，口腔，栄養の取組の連携強化

旧（改訂前） 新（改定後）

以前より必要に応じてカンファレンスを開
催している施設もあると思うが，歯科が
入っている所は非常に少ないと思われる。

加算等の算定要件とされている計画作成や
会議について，リハビリ専門職（理学療法士，
作業療法士，言語聴覚士），管理栄養士，歯
科衛生士が必要に応じて参加することを明
確化する。

次ページへ続く



摂食，咀嚼，嚥下機能回復について，
『リハビリテーション計画書』，『個別機能訓練計画書の作成』に

歯科医療職も連携できるスキームづくりをしてはどうか。

口腔衛生管理の効果は大きいことから，
カンファレンス等の充実を図り，
介護，看護，リハビリ，医療職種での情報共有を

図れるようにすることが必要ではないか。



「食べる。できたら自分で食べる。」
という一連の動作を

完成させるための多職種連携へ

歯科チームによる
経口移行・維持への積極的介入

リハビリケア湘南厚木

H28.4月



主治医

管理栄養士 リハビリ看護師

介護支援専門員介護職員 入所者・家族

歯科医師 歯科衛生士

:指示・調整・報告・相談

円滑に多職種連携を進める体制の構築



リハビリに対して
協力的・意欲的・指示が入る利用者

自分で食べる一連の動作を取り戻す

●低栄養や脱水の回避
●誤嚥性肺炎の罹患率の低下
●介護業務負担の軽減

（「声かけ」や「見守り」へ移行）



リハビリに対して
「協力的」・「意欲的」・「指示」の3項目中

1つでも該当しない利用者

口腔機能訓練効果は低かった

●自食という目標は未達成
●現状維持が多数



多職種連携の中に歯科チームが
積極的に介入する

高齢者の口腔機能の維持・改善に有用

低栄養・脱水のリスクを回避し，誤嚥性肺炎を予防

「経口摂取」，「自立した食事」を追求

利用者のQOL, ADLの向上



新たな課題として

2.認知症の進行でリハビリが困難な方

1.退所して在宅などに戻った後の継続



退所して在宅などに戻った後の継続

施設内連携から，“地域連携”へ

退所後も適切な指導やアドバイスが必要

家族や地域のケアマネや専門職などとの連携

多職種連携で
積極的に動くことが重要



③ 「⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の推進」
旧（改訂前） 新（改定後）

口腔衛生管理体制加算を算定している施設
が行なっていた。
算定していない施設は行なっていない。

口腔機能向上プログラムの加算によって

算定可能としていたが，実施している施設は
1割未満と聞いている。

施設系サービスについて，口腔衛生管理体
制加算を廃止し，基本サービスとして口腔衛
生管理体制を整備し，状態に応じた口腔衛生
管理の実施を求める（3年の経過措置期間を
設ける）

全ての施設が基本サービスとして口腔衛生も
管理し，口腔ケアの実施が求められる。

通所系サービス等（デイサービス等）につい
て，介護職員による口腔機能スクリーニング
の実施を新たに評価する。



通所介護や通所リハビリテーションや看多機等において，

看護職員と歯科医療専門職との連携強化・情報共有のため

『口腔状態のスクリーニング』
『情報共有の仕組みづくり』

を進めていくべき



通所介護等における個別機能訓練計画書の作成に当たり，
歯科医療専門職種の人材の有効な活用による
質の高いサービスの提供が図れるような，仕組みづくりを行ってはどうか。

（口腔・栄養）
尊厳の保持と自立支援という観点から，口腔の機能改善は重要であり，
これは要介護者のADL等の維持改善に資するものではないか。

食事についての観察や個別相談，カンファレンスへの参加が重要であり，

ICTの活用を認め，平時からの歯科医療者の参画を進めることで，
利用者の健康状態の保持・増進や，施設従事者の負担軽減につながり，
医療安全にもつながるのではないか。

低栄養の予防が自立支援につながるとのエビデンスもあり，
在宅においても取組を進めていくべき



リハビリテーションと栄養，口腔と栄養といった
個々の組み合わせでの好事例やエビデンスは多く示されているが，

これらをトータルで組合せた調査研究を今後行っていくことが必要ではないか。

リハビリテーション計画書，栄養ケア計画書，経口維持計画等は密接にリンク

特に摂食嚥下リハにおいては，口腔や栄養，リハが全てが関係することから，
共通する項目が多くあることも踏まえ，一体的に現場で共有できるよう，
総合的な自立支援計画書のような形で見直すことが必要ではないか。



嵣口ᒷ嵣ᚢ下機能峘持嵣
改善
嵣口ᒷ衛生峮全身管理峕
峲峵ෙᚢ性ཡ༇峘予防

自立支援Ὁ重度化防止ử効果的Ệ行ạẺỜỉ取組ỉ連携

医師岝歯科医師岝嵒崷専門職岝管理栄養士岝歯科衛生士等峘
多職種峕峲峵総合的峔嵒崷岝機能訓練岝口ᒷ嵣栄養管理

嵒崷崻嵒崮嵤崟嵏嵛嵣
機能訓練

栄養 口ᒷ

嵣൙力嵣持久力峘向上
嵣活動量峕応峂峉適切峔
栄ുၭ取量峘調整
嵣低栄ു峘予防嵣改善
嵣食ඟ峘増進

嵣適切峔食事形態嵣ၭ取方法峘提供 嵣食事ၭ取量峘持嵣改善 嵣経口ၭ取峘持

• 嵒崷崻嵒峘負ྼ峙活動量峕応峂峐岝必要峔崐崵嵓崖嵤量峮栄ു素峼調整峃峵岽峒岶岝൙力嵣持久力峘向上及峝ADL持嵣改善峕重要峑
岬峵岞

• ෙᚢ性ཡ༇峘予防及峝口ᒷ嵣ᚢ下障害峘改善峕峙岝医科ຓ科連携峼含峪多職種連携岶有効峑岬峵岞
• 口ᒷ嵣ᚢ下機能峼適切峕評価峃峵岽峒峑岝食事形態嵣ၭ取方法峘提供及峝経口ၭ取峘持岶可能峒峔峵岞

嵒崷崻嵒岝栄ു岝口ᒷ峘取組峙一体峒峔峍峐運用岿島峵岽峒峑岝峲峴効果的峔自立支援嵣重度化
予防峕峎峔岶峵岽峒岶期待岿島峵岞

社保審－介護給付費分科会
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通所系サービスにおける
口腔機能向上加算の算定率

口腔・栄養について，スクリーニング加算の算定率が全般に低く，
介護職員でも簡便に評価できるスクリーニング項目を開発するなど，
過度な負担がなく日常業務の中で実施可能な仕組みを整備してはどうか。

依然として低い状況

困難な理由も様々であるが，

口腔機能の維持・向上は重要な課題

しかしながら，多忙な介護職員の方々に，専門性の高い内容に対する科学的な裏付けを求めるのは難しい



（᧚ᚅマネジメント加算）
○ ᧚ᚅのଌえ๏が施અにより異なることはୌであり、基६ので確化すべき。
○ ᧚ᚅはఁ栄がベースにあるため、栄改વをしない限り、᧚ᚅはྒྷくならない。栄マネジメント加算とఁ栄
リスク改વ加算のญ算ができないという課ୌがあることから、ఁ栄リスク改વ加算ので᧚ᚅがある合とない
合にわけることとし、᧚ᚅマネジメント加算をఁ栄リスク改વ加算のにまとめることとしてはどうか。

12

ẮủộỂỉ分科会ỆấẬỦ主ễắ意見(自立支援Ὁ重度化防止ỉ推進)ṩ

※181回介護給ඇ科会における事業者ରヒアリングにおいては、公益社๑ਕೖຌ栄士会から、以下について
གྷがあった。

１．介護ฯ険施અにおける栄ケアの更なるਬと管ཀྵ栄士業ແのనਜ਼な価
ᶅ栄ケアのै実に向け、・規ໝ介護ฯ険施અへの管ཀྵ栄士の਼ഓをགྷ（અ）
ᶆ介護ฯ険施અから医ྏ機関への院時、ดびに在帰時における栄ๅ供ॽ行にଲする価をགྷ（અ）
ᶇ看खり介護・ターミナルケアチームに関༫する৮झとして管ཀྵ栄士の確化をགྷ（拡）
ᶈୂॶ時の૮支援に関༫する৮झとして管ཀྵ栄士の確化をགྷ（拡）

２. 自ཱི支援・ౕ॑化止のਬに向け、管ཀྵ栄士の参画によるリハビリテーションの効果దかつ効ིదな実施への
価

ᶅ介護ฯ険施અの管ཀྵ栄士がリハビリテーションの計画ॽ作に関༫した合の価をགྷ（拡）
ᶆ௪ॶ介護及び௪ॶリハビリテーションにおいて、管ཀྵ栄士がリハビリテーションの計画ॽ作に関༫した合
の価をགྷ（拡）

３．௪ॶཤ༽・在高ྺ者の栄改વのための栄ケア・ステーションの活༽
௪ॶཤ༽・在高ྺ者の栄改વに栄ケア・ステーションの管ཀྵ栄士が関わった合の価をགྷ（拡）



栄養マネジメント加算を申請しているのに
関連加算の申請が極端に少ないのはどうしてか？

栄養部門の加算報酬単位 平均と内訳



栄ᄨスクリーニング加੫：੫෨によるఴ果ࡖび੫෨していないᅉჿ（්ୖ介）
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出典䠖令和元年度 老人保健健康増進等事業
䛂通所介護䛾平成㻟㻜年度介護報㓘改定等䛾検証䛻㛵䛩䜛調査研究事業報告書䛃䠄三菱㼁㻲㻶䝸䝃䞊䝏䠃䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠅

○ ௪ॶ介護事業ॶにおいて、栄スクリーニング加算の算ఈによる果として、「ཤ༽者の栄য়ସのร化や改વ
する๏๑にଲして、৮員がより関ৼをもち、気づくことを॑視するケアができるようになった」が最ଡ。

○ 一๏、算ఈしないཀྵ༟としては、「「ཤ༽者の栄য়ସについて６ヶ月ごとの確を行う」ରが構できない
から」、「加算算ఈにචགྷな記ชॽの作が৮員のෝ୴となるから」がଡく挙げられた。
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管理栄養士の負担荷重
それを補うだけのマンパワーが不足している

栄養関連加算を申請していない理由

時間不足

人材不足

実施方法が不明

施設や上司が勉強不足

その他

6050403020100 （施設数）



栄養改善加算ᾉ算定Ẳềẟễẟ理由ί通所介護ὸ

出典䠖令和元年度 老人保健健康増進等事業
䛂通所介護䛾平成㻟㻜年度介護報㓘改定等䛾検証䛻㛵䛩䜛調査研究事業報告書䛃䠄三菱㼁㻲㻶䝸䝃䞊䝏䠃䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠅

䠄䠂䠅

䠄複数回答可䠅

26.5

8.8

3.2

14.4

0.1

0.3

0.7

14.2

7.8

33.5

0 10 20 30 40 50

該当䛩䜛利用者䛜䛔䛺䛔

利用者䛿䛔䜛䛜䚸管理栄㣴士䛻䜘䜛栄㣴改善䝃䞊䝡䝇䛾必要性䜢感䛨䛶

䛔䛺䛔

利用者䛿䛔䜛䛜䚸外㒊䛾管理栄㣴士䛸䛾連携䜢含䜑䚸管理栄㣴士自体䚸

地域䛻䛔䛺䛔

利用者䛿䛔䜛䛜䚸外㒊䛾管理栄㣴士䛸䛾連携䜢含䜑䚸管理栄㣴士䜢確保

䛷䛝䛺䛔

利用者䛿䛔䜛䛾䛷䚸管理栄㣴士䛾㓄置要件䜢満䛯䛧䛶算定䛧䛯䛔䛜䚸他

䛾職種職員䛜反対䛩䜛

利用者䛜加算算定䛻反対䛧䛶䛔䜛

利用者䛾家族䛜加算算定䛻反対䛧䛶䛔䜛

加算㢠䛜十分䛷䛺䛔

䛭䛾他䛾理由

無回答

䠄㼚㻩㻝㻞㻣㻝䠅

○ ௪ॶ介護事業ॶにおける栄改વ加算を算ఈしていないཀྵ༟としては、「該するཤ༽者がいない」が最ଡ。
次いで、「ཤ༽者はいるが、外෨の管ཀྵ栄士との࿊携を含め、管ཀྵ栄士を確ฯできない」、「加算額がॉで
はない」。
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平成㻟㻜年度老人保健健康増進等事業 䛂通所䝃䞊䝡䝇利用者等䛾口腔䛾健康管理及䜃栄㣴管理䛾充実䛻㛵䛩䜛ㄪ査研究事業報告書」

්ୖサービスદୖࢢにおけるওৄ機໕ঔய加੫の੫෨ૐౙと加੫を੫෨しないᅉჿ

○口腔機向加算を算ఈしている௪ॶサービス事業ॶは12.2％であった。
○口腔機向加算を算ఈしていない事業ॶのཀྵ༟は、「口腔機向加算はචགྷなཤ༽者の握がೋしい」、「口腔
機向加算のචགྷについてཤ༽者（家ଔ）のಋ意をಚることがೋしい（歯科৮がいないのでචགྷをうまく
ઈできない）」、「算ఈを支援してくれる歯科医ྏ機関がない」がଡかった。

口腔機能向上加算䛾算定実績䠄N=1210䠅 口腔機能向上加算䜢算定䛧䛶䛔䛺䛔理由䠄N=1062䠅

䛒䜚
12.2%

䛺䛧
87.8%

30.4%

29.2%

24.2%

10.8%

5.7%

29.5%

0% 20% 40%

口腔機能向上加算䛜必要䛺利用者䛾把握䛜㞴䛧䛔

口腔機能向上加算䛾必要性䛻䛴䛔䛶利用者䠄家族䠅䛾同意䜢得䜛䛣

䛸䛜㞴䛧䛔䠄歯科専㛛職䛜䛔䛺䛔䛾䛷必要性䜢䛖䜎䛟説明䛷䛝䛺䛔䠅

算定䜢支援䛧䛶䛟䜜䜛歯科医療機㛵䛜䛺䛔

算定方法䛜不明䛰䛛䜙

口腔機能向上加算䛾䝅䝇䝔䝮䛭䛾䜒䛾䜢知䜙䛺䛔䛛䜙

䛭䛾他
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（１）疾患໌
口腔機ఁ下
（２）බସ
加ྺだけでなく、疾患や্害など༹々なགྷ因によって、口腔の機が合దにఁ下している疾患。๎

しておくと서機સ、ઃৱᅠ下্害となってસਐదな健康をଝなう。高ྺ者においては、うḟや
歯बබ、義歯న合などの口腔のགྷ因に加えて、加ྺやસਐ疾患によっても口腔機がఁ下しやすく、
また、ఁ栄やഉ༽、༂剤の෯作༽によってもर২されて雑なබସをఆすることがଡい。そのた
め、個々の高ྺ者のਫ਼活環境やસਐয়ସを見ੀえて口腔機をనに管ཀྵするචགྷがある。

（３）য়
口腔಼のඏਫ਼のଁ加、口腔乾૫、伷合ྙのఁ下、

ઋや口৸の運ಊ機のఁ下、ઋの筋ྙఁ下、서やᅠ下
機のఁ下など਼の口腔機がఁ下している。

口腔機ఁ下のਏஇ
（１）ਏஇ基६
口腔機ఁ下の７つの下位য়（口腔衛ਫ਼য়ସྒྷ、

口腔乾૫、伷合ྙఁ下、ઋ口৸運ಊ機ఁ下、ఁઋ圧、
서機ఁ下、ᅠ下機ఁ下）のうち、３項以該す
る合に口腔機ఁ下とਏஇされる。

ί参考ὸ口腔機能低下症Ệếẟề

参考䠖口腔機能低下症患者向䛡䝸䞊䝣䝺䝑䝖䠄日本㘱年歯、医学会䠅

※䛂㧗㱋期䛻䛚䛡䜛口腔機能低下-学会見解論文2016年度版-䠄日本老年歯科医学会学術委員会䚸2016年䠅䛃
及䜃䛂口腔機能低下症䛾検査䛸診断-改訂䛻向䛡䛯中㛫報告-䠄日本老年歯科医学会学術委員会䚸2018年䠅䛃
䜢参考䛸䛧䛶䛔䜛䚹

110

○ ฑ30ౕਏྏๅृ改ఈにおいて、歯科疾患管ཀྵྋ口腔機向加算がઅされ、ྫ2೧
ౕਏྏๅृ改ఈにおいて、口腔機管ཀྵྋに見された。
口腔機能低下症Ệ関ẴỦ基本的ễ考ả方Ḥί抜粋ὸί令和ᾁ年ᾂ月日本歯科医学会ὸ
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䛖蝕,25.3%

義歯, 35.4%

歯周病,35.4%

䛭䛾他, 3.8%

歯科受診䛾必要性䠄N=93䠅

歯科受診䛾必要性䛜䛒䜚 59.1䠂

口腔機能低下症基準䛻䜘䜛判定䛷基準値以下䛸判定䛥䜜䛯者䛾割合

83.9%

82.0%

80.9%

62.1%

58.5%

23.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

舌圧䠄N=87䠅

発㡢䛻䜘䜛口唇䞉舌運動(N=89)

残存歯20歯未満(N=94)

嚥下(N=95)

口腔䛾潤䛔(N=94)

舌䛾衛生状態(N=94)

※ 以上䠒㡯目䛸䛂咀嚼機能䛃䜢評価䛧䚸䠏㡯目以上基準値以下䛾場合䚸
䛂口腔機能低下症䛃䛸診断䛩䜛䚹

○ 歯科医師による口腔಼価において、௪ॶサービスཤ༽者のうち、歯科णਏのචགྷがありとਏஇされた
割合は59.1％であった。

○ 口腔機ఁ下の基६に基づいて検査を行ったところ、現在残っている歯਼に加えて、音による口৸・
ઋ運ಊ、ઃৱ時に関༫するઋ圧、ᅠ下の項で基६以下とఈされた者がൔ਼以であり、ଡくの௪ॶ
サービスཤ༽者の口腔機のఁ下が示唆された。

䠄䛂㧗㱋期䛻䛚䛡䜛口腔機能低下-学会見解論文2016年度版-䠄日本老年歯科医学会学術委員会䚸2016年䠅䛃䚸
䛂口腔機能低下症䛾検査䛸診断-改訂䛻向䛡䛯中㛫報告-䠄日本老年歯科医学会学術委員会䚸2018年䠅䛃䠅

䛒䜚, 
59.1%

䛺䛧, 
40.9%

䛂䛒䜚䛃䛾内訳䠄㔜複回答䛒䜚䠅

通所ἇὊἥἋ利用者ỉ口腔状態 社保審－介護給付費分科会
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○ གྷ介護高ྺ者（N=290,ฑ均೧ྺ86.9±6.6歳）の査では、歯科医ྏや口腔健
康管ཀྵがචགྷである高ྺ者は64.3％であったが、そのうち、過去1೧以಼に歯科
をणྏしていたのは、2.4％であった。

令和元年日本歯科医学会䛂䝣䝺䜲䝹䛚䜘䜃認知症䛸口腔健康䛾㛵係䛻焦点化䛧䛯人生100年時代䜢見据䛘䛯歯科治療指㔪作成䛻㛵䛩䜛研究䛃

ᄣ介ૢのওৄிഘとથ科ᅯのྀᄣళ

112



なぜ，歯科医師は通所での口腔機能向上加算の
算定するための支援に協力してくれないのか？

➀通所内での医療行為は禁止されているので治療はできない

②スクリーニングの結果，口腔機能が低下しているという事で受診されても，

例えば，『歯が1本もなくアルツハイマー型認知症で指示が入らず，入れ歯を必要としていないような患者』

・ 口腔機能低下症という病名をつけられない。
・ 舌圧検査も咬合圧検査も指示が入らないため病名がありません。
・ 病名がないため外来での治療は何もできません。

③訪問で上記の方の摂食嚥下治療という医療行為をして国に算定すると
口腔機能向上加算は算定できません。

現在は，このような不十分があります



質問 観察

咀嚼㛵連

硬䛔䜒䛾䛜㣗䜉䛻䛟䛔䛸感䛨䛶䜎䛩䛛䠛䠄通常䛾硬䛥䛾㣗事䛜摂䜚䛻䛟䛟䛺䛳䛶䜎䛫䜣䛛䠛䠅 䕿

固䛔䜒䛾䜢避䛡䚸軟䜙䛛䛔䜒䛾䜀䛛䜚㣗䜉䜛 䖩 䕿

入䜜歯䛿使䛳䛶䛔䜎䛩䛛䠛 䕿

䛤自分䛾歯䛿残䛳䛶䛔䜎䛩䛛䠛 䕿

歯䛾䛫䛔䛷㣗䜉䛻䛟䛭䛖䛻䛧䛶䛔䜛 䖩 䕿

咬筋緊張度 䕿

嚥下㛵連

䛚茶䜔汁物䛺䛹䛷䜐䛫䜔䛩䛟䛺䛳䛶䜎䛫䜣䛛䠛 䕿 䕿

㣗事中䛾䝮䝉䛣䜏䚸㣗後䛾痰䛜䜙䜏 䖩 䕿

痰絡䜏䛜多䛔 䕿

痰䛜絡䜣䛷䛔䜛䜘䛖䛺声䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛 䕿

口腔衛生㛵連

歯䝤䝷䝅䜢䛩䜛䛾䜢䛔䜔䛜䜛 䖩 䕿

䛖䛜䛔䛾䛒䛸口䛛䜙䛯䛟䛥䜣䛾残渣䛜出䛶䛟䜛 䕿

口臭 䕿

䛖䛜䛔䛜䛷䛝䛺䛔 䕿

歯科受診㛵連 過去㻝年㛫䛾歯科受診䛾有無䠄健診䞉歯䛾䜽䝸䞊䝙䞁䜾䜒含䜐䠅 䕿

114
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ওৄスクリーニングの開༥

ྫ元೧ౕਕฯ健健康ଁ事業「居系サービスཤ༽者の口腔の健康管ཀྵに関する査研究事業」において、
௪ॶサービスཤ༽者の口腔衛ਫ਼য়ସの悪化、口腔機ఁ下のリスクを介護৮員でも簡สに価できる口腔スクリーニン
グ項（ો案）を開。
※ ྫ２೧ౕਕฯ健健康ଁ事業において、検ৄを༩ఈ。

口腔䛻㛵䛩䜛䝇䜽䝸䞊䝙䞁䜾㡯目䠄素案䠅

䖩 㣗事提供䛾䛺䛔通所䛷䛿評価䛜㞴䛧䛔㡯目

社保審－介護給付費分科会
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௪ॶサービスのཤ༽者の口腔機ఁ下を期に確し、నな管ཀྵを行うことによって、口腔機
ఁ下の॑化の༩、維持、回につなげる観఼から、介護৮員も実施可な口腔機のス
クリーニングのखૌをめることとし、これを価することを検౾してはどうか。
また、該スクリーニングのద及び๏๑に鑑み、栄スクリーニング加算のखૌとญせて

供することを検౾してはどうか。

検౾の๏向（案）

㻝㻝㻡

論点Ṧ通所ἇὊἥἋ利用者ỉ口腔機能ỉ向上



自立支援Ệ向ẬẺỶὅἍὅἘỵἨỆ関連ẴỦ政府方針

「経ࡔࡃ運営と改革の基ຌ๏ਓ2019」（関係෨）（ྫ元೧6月21ೖ閣議決ఈ）

３হ 経࠸ࡃਫ਼とࡔ健સ化の好१環
２．経ࡔ・ࡃ一ର改革のਬ（２）कགྷごとの改革のखૌ ᶅऀ会ฯ্（医ྏ・介護ౕ改革）

ਏྏๅृや介護ๅृにおいては、高ྺ化・ਕ口減ঙや医ྏの高ౕ化をಁまえ、下記の各項がਬされるようన
に改વをਦるとともに、నਜ਼化・効ི化をਬしつつ、安ఈదに質の高いサービスが供されるよう、ＡＤＬの
改વなどアウトカムに基づく支いのを引きକきめていく。

「ௗકྲྀフォローアップ」（関係෨）（ྫ２೧７月17ೖ閣議決ఈ）

６．個พのखૌ（２）たにߪずべき具ରదࡨࢬ
ᾣ）࣮බ・介護の༩
ᶅ ਕਫ਼100೧࣎େを見ੀえた健康づくり、࣮බ・介護༩のਬ
カ）介護༩のインセンティブીのൊຌదな強化
・ཤ༽者のฑ均దなೖਫ਼活ಊ作の維持は改વにଲする介護ๅृ加算について、自ཱི支援やౕ॑化止の観఼
から、2020೧ౕにエビデンスに基づく効果検ৄを行い、次期介護ๅृ改ఈでචགྷなଲ応を行う。

46



# 最後に



どうしますか？



先行期障害。認知させることで食支援を。



2025年問題・2040年問題。
これらの問題から⾔えることは，⾼齢者が増加し，それに伴い在宅要介護者（施設
⼊居者も含む）が増加するということです。
以前は病院で死を迎えられた⾼齢者も，今後は病状が安定（胃瘻のような経管栄養
の患者も含む）し，慢性期を迎えた状態で施設や居宅に戻り終末を迎えるようにな
ります。
このような流れの中で，

歯科医師は何をしなければならないのでしょうか？

何を患者や世の中から求められてくるのでしょうか？

おそらく齲蝕や⻭周病，義⻭治療を中⼼に訪問診療を⾏っている先⽣は，
施設に⾏っても治療要望のあった患者さんへの対応が中⼼ではないでしょうか？

摂支協の目指すもの -大義を求めて-



1. 「低栄養・脱水のリスクを回避し誤嚥性肺炎の予防に努める」

2. 「飲むではなく“食べる”の動作を完成できる歯科医師を目指す」

この⽬標を達成するためには何が必要か？という思考の変換を持つことができると，
⻭科医師1⼈では何もできない事や，たった週1⽇の訪問診療だけでは何も良くならな
いことに気付くことができます。1⼈の患者を治し管理するには残りの6⽇間に対して，
他職種の⽅々の⼒が必要となります。
多職種連携で対応する事が必須なのです。経⼝移⾏・経⼝維持を⾏うには，多職種の
チームの⼀員となって実施せざるを得ないのです。
このような形で訪問診療に臨むことができると，⾃然と施設⼊居者全員が訪問診療の
対象者となり，施設の利⽤者全員を管理することになります。

これがまさに国が求めている多職種連携の中における歯科医師の役割ではないでしょうか？

摂支協の目指すもの -大義を求めて-




